
相続税申告に必要な添付書類  

相続税申告をする場合、その申告内容が適正であることを証明するための書類を添付することが求められ

ています。主な書類は次のとおりです。なお、重複する場合には、重ねて提出する必要はありません。 

1.一般の場合（配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例を受けない場合） 

・被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍の謄本（除籍謄本）及び相続人の戸籍謄本（相続開始の日

から 10日を経過した以降に作成されたもので、原本） 具体的には被相続人の本籍地を管轄する市役所、

区役所で取得します。相続人が兄弟姉妹や直系尊属の場合には被相続人の父母の原戸籍謄本も必要です。 

・相続時精算課税適用者がいる場合には、被相続人及び相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写し（相続開

始の日以後に作成されたもの） 

・遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し 被相続人が遺言書を残しているか、どうかも相続税申告書では重

要なポイントになります。遺言書がある場合には原則として被相続人の財産は遺言書で指定を受けたが人

が財産を相続します。遺言書が無い場合または遺言書があっても相続人全員の合意により遺産分割協議書

が作成され財産の相続がされる場合は遺産分割協議書を添付します。 

・相続人全員の印鑑証明書（遺産分割協議書に押印したもの） 

2.税務署から提出を求められている添付書類 

・亡くなった人の経歴書 

・相続人全員の住民票（本籍地記載） 

・土地建物の登記簿謄本、公図、住宅地図 

・土地建物の固定資産税評価証明書 

・有価証券の残高証明書、保護預り証 



・信託の受益証券の写し 

・預貯金の残高証明書 

・生命保険金の保険金支払通知書 

・医療費の領収書 

・葬儀費用の明細書、領収書 

 等 

これらは添付が無くても、申告書の受理は行われますが、提出後税務署から問い合わせの通知があった

り、税務署への呼びだしがあることもあり、申告書に添付を怠ると納税者にとっても良いことはありませ

ん。国税庁のホームページにも「相続税申告のためのチェックシート」がありますので参考にされること

をおすすめします。また、相続税には様々な特例措置があり適用を受けるためには、さらに添付書類が必

要なものもあります。 

相続税対策 

相続税対策をする上での重要なポイント 

相続における重要なポイントは、「節税対策」「納税資金対策」「争族対策」の 3つです。 

「節税対策」は、生前贈与や賃貸物件を利用して相続税の納税額そのものを減らす方法です。 

「納税資金対策」は、口座が凍結された場合に備えて、生命保険金を活用する方法です。また、生命保険

金は非課税枠があるため、節税対策にもなります。 

「争族対策」は、遺言を活用することで、相続人間で遺産争いが起こるのを未然に防ぐ方法です。 

 



相続税の申告期限 

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から 10か月以内に行わなければなりませ

ん。例えば、2月 6日に死亡したことを知った場合にはその年の 12月 6日が申告期限となります。申告

期限を過ぎたり、実際に相続した財産額より少ない額で申告した場合、本来の税金のほかに加算税や延滞

税がかかる場合があります。しかし特殊な事情がある場合は申告期限を延長できたり、特例の適用を受け

ることができるので、実績やノウハウを持つ税理士事務所に相談することをおススメします。 

贈与による相続税対策 

贈与の活用が、相続税の対策にもなります。110万円の基礎控除を利用した贈与税の節税対策や配偶者控

除、相続時精算課税制度、住宅取得資金贈与、教育資金の贈与等を利用する方法があります。 

しかしそれぞれに条件もありますので、注意が必要です。 

また生前贈与においては勘違いが起こりやすい為「贈与」についてしっかり話合っておく必要性がありま

す。 

相続開始前 3年以内の相続人に対する贈与は相続税の課税対象になるので、贈与する時は早めに行う方が

より効果的になります。ただし許可申請や贈与契約書等、細かい手続きが必要となる場合があるのでプロ

に相談をすることがベストです。 

養子縁組の利点と相続税対策 

法定相続人の数を増やすこと（養子縁組）で相続税の対策になる点が 4つあります。（相続税法上では、

実子がいる場合は一人まで、実子がいない場合は二人まで） 

１．法定相続人が一人増えるごとに基礎控除額が 600万円増加します。 

２．相続税は所得税同様に超過累進税なので相続人が増え一人当たりの相続分が減少すれば税率が 



    下がる場合があります。 

３．生命保険金・退職手当金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」なので相続人が増えると 

    非課税額も増加します。 

４．孫を養子にすれば相続を１代飛ばすことができます。 

    （ただし、（代襲相続除く）2割加算の対象となります。） 

生命保険を活かした相続税対策 

相続税の対策のひとつに、生命保険を活用した方法があります。 

生命保険金は非課税枠があり、節税対策として有効です。 

また、生命保険金は民法上本来の相続財産ではなく、受取人固有の財産となるため、兄弟間の遺産分割で

もめる心配がある場合には､生命保険と代償分割を利用するとよいでしょう。家を継ぐ者に財産を相続さ

せ、保険金を受け取らせます。その保険金の中から他の兄弟へ代償金を渡す形にします。この方法をとる

場合は、遺言書を作成しておくことが必要です。 

住宅借入金も相続の対象 

アパートを建築する際、金融機関から借入れをすると（負債）借入金を債務として控除することができ、

相続税が少なくなります。しかしアパートを建築する場合には償還期間の長い大きな借入れをするのも事

実です。アパートを建築する際には相続税対策だけではなく、将来にわたって負債を返済していけるのか

どうか、しっかり検討することが必要です。 

 

 

 



小規模宅地の評価減額をいかした相続税対策 

小規模宅地等の特例を利用することで、相続税を安くすることができます。 

小規模宅地等の特例とは、被相続人や生活を共にする家族の事業用・居住用の宅地について、一定の要件

を満たした場合にその宅地の評価額を限度面積まで最大 80％減額することができる、というものです。 

この特例の適用を受けるための要件は、相続前の用途と相続後の取得者及び利用状況について設けられ、

両方を満たした場合に適用があります。宅地がたくさんあるような場合には、どの宅地について適用を受

けるかということによって減額金額が大きく変わることも少なくありません。最も有利になる宅地を適切

に選択するためにも、専門の税理士に相談しましょう。 

土地評価減額を利用した相続税対策 

土地の評価減を利用した相続税対策もあります。相続財産は原則「時価」で評価されます。土地は一つ一

つ状況が異なり、どれ一つとして同じものはありません。評価の方法も税理士の数だけあると言われてい

ます。 

ランドマーク税理士法人では、毎日朝礼で様々な土地の事例を用いて、どうすれば一番評価額を下げられ

るかという議論をします。 

必要があれば、外部の専門家（不動産鑑定士等）の意見も取り入れ、最適・最少な評価額を導き出しま

す。一度申告された土地の評価を見直した結果、○○円の還付を可能にしました。土地の評価は申告実績

がものをいいます。 

 

 



譲渡所得相続時の注意点 

相続税の申告期限から 3年以内に相続した財産を売却した場合には、相続税額のうち一定額を取得費に加

算する（つまり経費にする）特例があります。 

平成 27年 1月 1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した土地を譲渡する場合には、取得費に加算

できる金額が、相続した「すべて」の土地等に対応する相続税額相当額から、ほかの財産と同様、「譲渡

した」土地等に対応する相続税額相当額だけが対象となりましたので注意が必要です。 

相続税試算 

ご自身の相続税、どのくらいかかるかご存知ですか？ 

相続税対策の第一歩は現状把握です。 

現在どのくらいの財産があり、税金がどのくらいかかるのか把握することで、具体的な相続税対策（節税

対策、納税資金の確保、争族対策）を検討することが出来ます。 

弊社では、将来発生する配偶者の相続（二次相続）まで考慮した相続税試算を行います。 

具体的にどのような生前対策がありどの程度の効果があるのか、詳しくご説明いたします。 

また、相続人間の争いを防ぐため、遺留分を考慮した遺言についても、アドバイスさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



不動産の相続税対策 

不動産を複数お持ちの方は、相続税対策の手始めとして不動産を４種類に「色分け」しましょ

う。 

その４種類は「死守地」（最後まで守りたい土地)、「有効活用地」（｢家」のゆとりのために

有効活用したい土地)、｢納税用地」（納税する、または納税資金を準備するための土地)、

「問題地」（有効活用がままならない土地）です。 

それぞれ個別にどのように相続税対策ができるか検討してみましょう。 

1．「死守地」 

死守地とは、前述のとおり、家を守るため最後まで残さなければならない自宅の敷地や分家用

地、農家であれば農業を続けるための農地のことを指します。これらの不動産を守るために

は、相続が"争族"にならないために遺言書を残すこと、農地の納税猶予の特例が受けられるよ

うに日頃から全体的に農地を耕作しておくこと、などで対策できるでしょう。 

2．「有効活用地」 

アパート､マンション､倉庫､事務所を建築したり駐車場等にしたりして有効に活用できる不動産

のことです。これらの有効活用地からあがる収益を子供や孫に贈与していけば､相続人は相続税

対策として納税資金を準備することも可能でしょう。法人の設立により所得税対策も検討でき

る不動産です。 

3．「納税用地」 

これらの不動産は、いざ相続が発生したときに納税するため売却や物納がしやすいような不動

産のことです。このような不動産は、一般的に月極駐車場などとして相続発生まで利用してい

ることが多いようです。駐車場等であれば売却するにしても物納するにしても、比較的容易に

契約の解除ができ、相続発生までは有効活用ができます。 

4．「問題地」 



貸宅地（借地人が借りている土地の上に建物を所有している場合）、耕作権の付いている土

地、市街地山林などは、収益性や処分のしやすさという面からみると一般的には不良資産化し

ている不動産といえます。しかし、この不動産を「問題地」から「納税用地」にかえることが

できます。 

もし相続が発生した場合には、その土地を買取ってもらえるような合意が地主のかたと借地人

の間でできるならば、契約書に特約事項として含めておくのがよいでしょう。生前に借地人に

売却することも相続税対策の一つですが、売却すると所得税が多額になる可能性があります。

しかし、相続発生後に買取ってもらえれば相続税の取得費加算の特例を適用することができる

ため、所得税をおさえることができます。 

もう一つの対策は、貸宅地を物納に充てる方法です。物納というと建物などを取壊して更地に

しないといけないようなイメージがありますが、貸宅地も物納することができます。 

しかし、この場合でも、きちんと測量・分筆等を行い境界線の確認を行っておくことや、正式

な契約書を作成しておくなど一定の要件がありますので、いずれにしても時間をかけてしっか

り対策をすることが必要になるでしょう。 

また、耕作権が付いている土地については交換等を行い、市街地山林や無道路地については開

発や造成、あるいは売却することで対策をすることができるでしょう。 

以上が、不動産の「色分け」ですが、現在所有している不動産はどのような土地が多いか検討

してみて、有効利用できる不動産はできるだけ活用し、納税用地となる可能性があるところに

ついては少しずつ測量するなどして、不動産全体を見直してみるのはいかがでしょうか。 

また、相続税対策とひとことで言っても経費がかかる場合もあるので、まず相続税の試算をし

てみてどれくらいの税金を負担しなければならないかを把握してから、必要な対策を行ってい

くことが大切です。 

 

 

 

 

 

 



生前贈与・税金対策のお手続き 

何も手続きをせずに生前贈与をしてしまうと、 

相続税よりも税率の高い贈与税を支払わなければいけなくなります。 

生前贈与とは被相続人が死亡する前に自身の意思で相続人等に財産を渡すことを言い、 

被相続人が死亡すると相続人が財産を譲り受ける通常相続とは区別されます。 

これにより、自分が死んだときに子供の一人や配偶者が相続によって自分の財産を受け取ることを防ぐこ

とができます。 また自分の子供や配偶者へ贈与することにより、自分が死んだときに支払わなければい

けない相続税を、少しでも抑えるためにも利用されます。 

ただし、何も手続きをせずに生前贈与をしてしまうと、相続税よりも税率の高い贈与税を支払わなければ

いけなくなります。そのため高い贈与税の支払いを防ぐために、贈与税が非課税となる制度や、贈与の税

率が軽減される制度を利用するのが一般的です。 

暦年贈与 

暦年贈与（れきねんぞうよ）とは、1月 1日から 12月 31日までの 1年間に贈与された財産の合計額に応

じて贈与税を払う、いわゆる通常の贈与をさします。ただし、一人当たり年間 110万円の基礎控除額があ

るため、贈与を受けた金額が 110万円（基礎控除額）以下なら贈与税の申告が不要です。110万円を超え

る贈与を受けた場合には、贈与年の翌年 2月 1日から 3月 15日までの間に贈与税の申告が必要になり、

110万円を超える部分に贈与税が課されます。  

 

 



連年贈与 

贈与税の 1年間の基礎控除額は、110万円です。年間で 110万円以下の贈与については課税されず、申告

も不要ですので、毎年 110万円の現金を子供に贈与していけば、10年間で 1,100万円の贈与が無税扱い

となります。贈与をすることで相続財産を減らすことができ、ひいては相続税の節税対策になるというわ

けです。また、相続人に財産を移すことで、相続税の納税対策にもつながります。 

ただし、毎年同じ相手に同じ金額の贈与を繰り返すと、多額の贈与を毎年分割して行っているとみなさ

れ、税務署から指摘される場合がありますので、注意が必要です。 

●連年贈与とみなされないためには 

先述のように、ある程度年数をかけて贈与をしていく場合、連年贈与ととられないようにしなければなり

ません。そのためには下記のことを注意して、進める必要があります。 

・贈与契約書を作成する 

・贈与を受けた翌年 2月 1日から 3月 15日までに贈与税の申告書を所轄の税務署に提出する 

・贈与する者の口座から贈与を受ける方の口座に振り込まれた記録を残す 

・贈与の金額が振込時期を変える 

相続開始前３年以内の贈与財産は相続財産に加えて計算しなければなりませんので、相続税対策は早めに

開始することをお勧めします。また、贈与税の税率は、相続税の税率より格段に高くなっていますので、

贈与をする際には慎重に検討する必要があります。実際にこの対策を行う際は、専門家によく相談して下

さい。 

 

 



相続時精算課税制度 

「相続時精算課税制度」とは、被相続人から生前に贈与を受けた財産について贈与税を仮払いし、 

その被相続人の相続時に、仮払いをした贈与税を相続税と精算する制度です。 

まず、一定の要件のもとに生前贈与を受けた人が、特別控除額 2,500万円を超えた分の贈与財産に対して

20％の税率を乗じて算出した贈与税を納めます。そして、その贈与者が亡くなった時に、その贈与財産の

贈与時の価額を相続税の課税価格に加算した価額をもとに相続税を計算します。そこから贈与時にすでに

納めた贈与税を控除します。 

なお、この制度は受贈者が贈与者ごとに選択できるもので、一度選択すると原則相続時まで継続して適用

されます。 

贈与税の配偶者控除 

夫婦間で居住用の不動産を贈与する場合、「贈与税の配偶者控除」という特別な制度があります。 

この制度は、夫婦間で居住財産を贈与する場合 2,000万円の配偶者控除と 110万円の基礎控除額、あわせ

て 2,110万円までは非課税になるというものです。 

この特例の適用を受けるには、以下の条件をクリアしていることが必要になります。 

1. 結婚して 20年以上の夫婦であること  

2. 居住用不動産そのもの(または、居住用不動産を取得するための金銭であり、翌年 3月 15日まで

に居住用不動産を取得していること)  

3. 同一の配偶者からの贈与で過去にこの特例の適用を受けていないこと 

4. 贈与を受けた配偶者はその居住用不動産に居住し、その後引き続き居住する見込みであること 



これらの条件をすべて満たしている場合、必要書類を添えて税務署長に贈与税の申告書を提出することに

よって、この特例の適用を受けることができます。 

贈与税の配偶者控除を利用することによって、生前に相続財産を配偶者に贈与することができるので、相

続税が課税されそうな人は、この特例を適用することにより相続対策をすることができます。 

【贈与税の配偶者控除の活用】 

評価額 5,000万円の土地に住んでいる場合、生前に持ち分の 5分の 2(2,000万円分)を贈与すれば、贈与

税を課税されることなく財産をへらすことができます。 

贈与税の配偶者控除を利用しない場合 → 土地 5,000万円全部に相続税がかかる 

贈与税の配偶者控除を利用した場合 →  残りの持ち分の 3,000万円に相続税がかかる 

※この特例の適用を受けて贈与を行う場合には、登録免許税、不動産取得税がかかるので、それらについ

て考慮してもなお相続税の減税効果があることを、事前に相続税の試算で確認してください。 


